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第９章 給水装置工事の検査 

 

９－１ 工事検査 

 

１．指定工事業者は、【条例第 7条第 2項】に規定する給水装置工事検査を受けるため、

工事完了後速やかに当該工事検査に係る書類（図９－１～図９－５）を管理者に提

出しなければならない。【事業者規程第 15 条第 1項】 

２．指定工事業者は、検査の結果手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれ

を行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。【事業者規程第 15条第 2項】 

 

 

 

 

９－２ 主任技術者による立会い 

 

管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、【法第 17条】の規定に基づく給

水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行し

た指定工事業者に対し、当該工事に関し指名された主任技術者又は当該工事を施行した

事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。【事業者規程第 16条】 

 

 

 

 

９－３ 検査の種類及び項目 

 

１．検査の種類は、完了検査及び給水管取出し工事の検査とし、必要に応じ中間検査を

行う場合がある。また、職員立会が必要となる検査と、写真及び書類検査等による検

査を行う場合がある。 

２．検査の項目は、工法検査、水圧検査、水質検査、さや管ヘッダー工法による検査、

集合住宅(受水槽式)においての検査、３階直圧式の検査、その他管理者が指示する項

目の検査がある。 

 

[解 説] 

１．検査の種類 

(1) 完了検査 

設計図書に基づき、すべての工事が完了した状態で受ける検査。 
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(2) 給水管取り出し工事の検査 

給水管取り出し工事(分岐からメーターまでの工事、及び撤去工事)については、配

水管から分岐及び撤去する時点において検査(中間検査)を行う。 

(3) その他管理者の指示する検査 

２．検査の項目 

(1) 工法検査 

給水管の管種、口径、延長、配管位置、接合箇所、給水栓数、メーター位置、管の

保護及び埋設深度等を設計図書に基づき、現場照合を行う。 

(2) 水圧検査（耐圧試験） 

①.水道メーター据付箇所にテストポンプを設置し、通水後加圧して約１分間そのま

まの状態を保ち漏水の有無を確認すること。 

②.新設工事の水圧検査は、1.75MPa（17.9Kgf/c ㎡）とする。 

③.３階直圧給水方式の対象建物の場合は、給水装置に該当するため、すべての住戸

内の水圧検査を行うものとする。 

④.既設給水管がある場合の水圧検査は、常圧の 1.1 倍とする。なお、常圧の 1.1 倍

が 0.75MPa を超える場合は、別途協議の上、管理者の指示に従うこと。 

⑤.受水槽方式の水圧検査は、受水槽までの直圧部分とする。受水槽以降については、 

 自主検査で確認すること。 

⑥.給水用 PE 管のみを対象とした給水装置の水圧検査は、試験水圧 1.20MPa

（12.3Kgf/c ㎡） とすることができる。φ50㎜以上は、配水管の水圧検査基準に

準拠するため、市の担当者へ確認を行うこと。 

⑦.さや管ヘッダー工法による給水装置の検査 

   ・それぞれの工業会が推奨する水圧試験方法の一例 

管 種 初 圧 

MPa(㎏ f/㎠) 

60 分経過後 

MPa(㎏ f/㎠) 
判 定 

架橋ポリエチレン管 0.75(7.65) 0.5 以上(5.1 以上) 合 格 

ポ リ ブ テ ン 管 0.75(7.65) 0.55 以上(5.61 以上) 合 格 

⑧.その他の給水器具については、それぞれに適した水圧検査を行うものとする。 

(3) 水質検査 

給水栓から採水し、遊離残留塩素 0.1 ㎎/ℓ以上であること。 

(4) 通水量検査 

  外部散水栓等により、通水量を検査する。 

(5) その他 

管理者の指示する項目の検査。 
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９－４ 主任技術者による検査（自主検査） 

 

１．指定工事業者が指名した主任技術者による検査は、第 1章に掲げる業務を誠実に行

うとともに、給水装置工事が適正に施行されていることの確認及び検査を行わなけれ

ばならない。【事業者規程第 11 条、第 15 条】 

２．主任技術者は、給水装置工事ごとに記録を作成し、その記録を作成の日から３年間

保存しなければならない。【施行規則第 36 条第１項第６号】【法第 25 条の４第３項】 

【事業者規程第 13 条第 6項】 

 

 

[解 説] 

主任技術者は、工事竣工後すみやかに給水装置工事検査申請書（図９－３）を用いて

自主検査を行ったうえで、完了設計書（図９－４，図９－５）及び工事写真を提出し完

了検査を予約する。 

  なお、自主検査に合格したにもかかわらず、完了検査時に不備が発見されることのな

いよう十分に留意し責任を持って自主検査を行うこと。 
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図９－１ 完了提出書類チェック票 
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図９－２ 完了提出書類チェック票の項目説明 
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図９－４ 給水装置工事設計書（竣工時の記載例：表面） 

 

 

図９－３ 給水装置工事検査申請書（記入例） 
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図９－４ 給水装置工事設計書（竣工時の記載例：表面） 
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図９－５ 給水装置工事設計書（竣工時の記載例：裏面） 
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 図９－６ 給水装置工事設計書の完了図面作成時の留意点 

 


